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第１章 もりおか交通戦略策定の背景と目的 

 

１．策定にあたっての課題 

  ＜将来道路網計画からの課題＞ 

  ① 昭和 61 年に策定した将来道路網計画の市中心部を主体とした４車線道路網の社

会情勢の変化等を踏まえた検証 

  ② 昭和 13 年に都市計画決定された未整備の計画道路の見直し 

  ③ 今後の事業費を踏まえた実現可能な道路網の計画 

 

  ＜公共交通施策からの課題＞ 

  ① 市総合交通計画を踏まえた鉄道や自転車も含めた具体的な利用促進計画の立案 

  ② コンパクトな市街地形成や中心市街地の活性化を支える交通計画の立案 

 

２．策定の目的 

   
 
 
 
 
 ３．策定の流れ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

もりおか交通戦略の検討 

盛岡市総合交通計画を受けた 

具体施策の立案と将来道路網計画の検証 

① 概ね 10 年後を目標とする，公共交通や自転車の利用促進及び中心市街地

の活性化を支えるために重点的に取組む交通施策の立案 

② 概ね 30 年後を目標とする将来道路網計画の検討 

H16 

将来道路網の課題 

｢都市計画道路見直

しの今後の進め方｣

の策定 

公共交通施策の課題 

これまでのバス中心

の取組み 

   ↓ 

鉄道を含めた｢公共

交通のあり方｣の検

討の必要性 

 

盛岡市総合交通計画 

の策定（H19.7） 

｢今後の交通のあり方｣ 

自家用車利用を抑制，

公共交通･自転車利用

の促進 

H18 

盛岡市 

街路交通調査 

通勤通学を中心と

した交通実態調査 

H19～H20 

 

・将来交通需要予測

・今後の交通施策の

方向性等を検討 

 

もりおか交通戦略 

 具体的な交通施策と

将来道路網計画検証

図１ もりおか交通戦略策定の流れ 
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第２章 もりおか交通戦略立案の基本的な考え方 

 １．今後の交通需要等 

    計画策定の基となる将来夜間人口や将来自動車交通量を次のように予測しました。 
① 減少が予測される夜間人口 

     夜間人口は，平成 17年をピークに減少に転じると予測しました。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ② 減少傾向にある自動車交通 
     自動車交通は，免許を持つ高齢者の増加や女性ドライバーの増加により，夜間

人口と比較して減少の傾向は緩やかですが，今後は減少傾向にあると予測しまし

た。 
 

将来夜間人口推計結果
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図２ 将来夜間人口推計結果 資料：国勢調査，H18 盛岡市街路交通調査 

将来自動車発生集中量　予測結果
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※自動車発生集中量 

ある地域を出発し目的地に

移動した自動車の数の合計

※盛岡広域 

盛岡市，矢巾町，滝沢村 

図３ 将来自動車発生集中量予測結果 資料：S61 総合交通体系調査 

全国道路交通情勢調査 

H18 盛岡市街路交通調査 
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  ２．交通に関連する施策と道路網計画との関係に対する考え方 

    これまでの将来道路網計画は，将来の自動車需要に対応するよう計画を策定して

いましたが，もりおか交通戦略においては，市総合交通計画の方針等を踏まえ，本

計画の中心となる交通施策や，交通施策に関連する将来土地利用計画との関係を踏

まえると共に，これらを支える道路網計画となるような考え方とします。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通施策(公共交通＋自転車施策)

 
・公共交通・自転車の利用促進 
・土地利用を支える交通 

将来土地利用計画 

 
・中心市街地活性化 
・コンパクトな市街地形成 

・中心市街地を支える交通 
・コンパクトな市街地を支える交通

・市街地のコンパクト性による公共

交通の効率化 

将来道路網計画 
・将来土地利用，公共交通・自転車施策を

上手く機能させるための道路網 

図４ 今後の交通計画の関係 
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 ３．今後の交通施策の方向性について 

  (1) 中心市街地と各地域を結ぶ公共交通軸の充実 
   ・ 各地域と中心市街地を結ぶバスや鉄道による公共交通軸の充実・強化を図って

いきます。 

   ・ 中心市街地においては，徒歩や自転車で移動しやすい交通環境や公共交通の充

実により回遊性の向上を図っていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) 地域特性に応じた交通手段の選択 
    中心市街地では多くの交通手段が利用されている特性を活かし，徒歩や自転車を

中心に，また郊外部においては，それぞれの地域特性に応じた交通手段を選択でき

るような考え方とします。 
 
 
 

松園･ 

黒石野地区 
青山地区 

盛南地区 
都南地区 

現中心市街地 

良好な住環境を活かした

高齢者にも暮らしやすい

地域の実現 

玉山区

人口を維持し既成市

街地としての集約性

を保つ 

東西に離れ集約性の異な

る各地域の特性に応じた

市街地としての充実 

市街地の整備状況に対応

した円滑な土地利用促進 

回遊性及びアクセス性の向上に

よる，活性化及びの求心力の向上

玉山区の中心機能を

担ってきた地域を核

とした地区の集約性 

の向上 

バスを中心とした公共交通軸の

充実により，誰もが移動しやすい

交通環境を形成し，公共交通軸を

中心とした集約性の向上を図る 
バスと鉄道による公共

交通軸の充実により移

動利便性を高め，地区

の集約性を維持する 

地区の中心である鉄道駅への

アクセス環境を改善し，鉄道利

用促進と集約性の向上を図る 

地区の整備に合わせた

計画的なバス路線整備

による，移動利便性の向

上と公共交通利用促進 公共交通の整備状況や各地域の

集約状況に応じた，鉄道及びバ

スによる公共交通軸の充実によ

り，地区の集約性の向上を図る

自転車及び歩行者が移動しやす

い環境の整備と各地区との公共

交通軸の充実により，アクセス

性及び回遊性の向上を図る 

 自転車･歩行者の回遊性 

バス中心

公共交通軸 

バス及び鉄道 鉄道中心 

 

徒 歩 

自転車 

バ ス 

鉄 道

自 動 車 自 動 車

現中心市街地 郊外郊外 

多様な手段が使える地域では公共交通・自転

車を利用し，自動車からの転換を図る 

交通手段の 

多様性が高い

交通手段の 

多様性が低い 

交通手段の 

多様性が低い

公共交通軸へ

の集中性 

高 

低 

公共交通軸への集中

性を高め，効率を高

める 

交通手段の多様性を

高め，面的な回遊性

の向上を図る 

自動車利用は減少へ 

図６ 地域特性に応じた 
交通手段多様性のイメージ 

図５ 市街地の特性を踏まえた 
公共交通軸による結びつき 



 5

 ４．もりおか交通戦略について 

   今後の交通施策の方向性から，「歩いて楽しむ中心市街地形成」，「公共交通軸の充

実・強化」をもりおか交通戦略の基本方針として，それぞれのテーマに応じて具体的

な交通施策に取組みます。 
 
  (1) 歩いて楽しむ中心市街地形成戦略 
 

    

 

  ・ 中心市街地の核となる大通・菜園地区を中心に，徒歩や自転車で安心して快適に

移動できる環境の形成を図るため，歩行者や自転車のための空間を確保します。 

  ・ 中心市街地の拠点である，盛岡駅前地区，大通・菜園地区，中ノ橋地区を快適に

移動できるよう，バスの充実を図ります。 

 

  (2) 公共交通軸の充実・強化を図る戦略 

  

 

 

 

 

  ・ 各地域の状況に応じて，バスや鉄道を利用しやすくし，自家用車から公共交通へ

の転換を目指します。 

  ・ 公共交通が多く利用されている地域では，これまでの取組みを継続しながら，よ

り良くするための施策に取組みます。 

  ・ 公共交通の利用が低い地域では，これまでの取組みの見直しや新たな取組みによ

り公共交通の利用促進を図ります。 

 

 

 

○ 歩いて楽しむ中心市街地形成戦略のテーマ 

  歩行者や自転車が安心して快適に移動することができ，賑わいのある空間を創出する

○ 公共交通軸の充実・強化を図る戦略のテーマ 

・ 各地域と中心市街地を結ぶ公共交通軸を充実・強化し，自家用車から公共交通への

転換を促進する 

 ・ 自家用車利用から公共交通機関への転換により，CO2 排出量を削減する 
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 図７ 歩いて楽しむ中心市街地形成戦略実施方針 
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図８ 公共交通軸の充実・強化を図る戦略実施方針 
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第３章 将来道路網計画の検証 

 １．将来道路網計画の見直しにおける基本的な考え方 

 

① 公共交通施策や中心市街地を支える道路網とする 

   公共交通軸や中心市街地の施策を支える道路網として，主要な方向への４車線

道路や中心市街地を囲む幹線道路を位置付けました。 

 

② これまでの将来道路網計画の良いところは取り入れる 

これまでの環状道路と放射道路を組合わせる考え方は，交通を分散し混雑の緩

和に効果があったことから，この考え方を基本としました。 

 

③ 今後の土地利用やまちづくりを踏まえた道路網とする 

中心市街地の商業・業務等の集積状況を考慮し，都心環状道路のルート等を見

直しました。 

鉈屋町地区の歴史的なまちづくりを考慮しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 概ね 30 年程度での実現性を踏まえた計画とする 

   市の最近の街路事業費等を踏まえ，概ね 30 年でネットワークが形成されるよう

な道路網計画としました。 

 

 

 

上田一丁目 

梨木町

長田町

材木町 

本町通二丁目 

本町通一丁目 

中央通三丁目
中央通二丁目

紺
屋
町 

中央通一丁目 

大通二丁目 大通一丁目 

菜園二丁目

大通三丁目

菜園一丁目 

開運橋通

上ノ橋町

内 丸 

下ノ橋町 

清水町 

肴 町 

本町通三丁目

盛岡駅前通

大
沢
川
原
三
丁
目

神明町 

若園町 

南大通一丁目

盛岡駅前北通

大沢川原

二丁目

南大通二丁目 

大沢川原一丁目 

中ノ橋通一丁目

※盛岡市と他の市町村を結ぶ道路や関連する道路は，広域的な検討が必要なことから，

今後，検討を行う予定としています。 

都)盛岡駅南大橋線W=28ｍ(４車線)

大慈寺・原敬墓所 

青龍水 

町家活用観光案内所

大慈清水 

円光寺・米内光正墓所

木津屋 

町家保存の動き 

図 10 商業業務用地面積の割合と 
現在の都心環状道路(4車線)の計画 

 資料：H18 都市計画基礎調査 

図９ 鉈屋町･神子田地区 

明治橋 

現在の都心環状道路の計画

70％以上 

50～69％  商業業務 

30～49％  用地面積 

29％以下  の割合 
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２．将来道路網計画検証結果 

  (1) 新たな将来道路網計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡 例(太線:4車線，細線:2車線) 
都心環状道路 
市街地環状道路 
公共交通軸 
中心市街地と新市街地を

結ぶ幹線道路 
その他幹線道路 

図 11 将来道路網計画 
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 (2) 中心市街地の４車線道路を主体とした見直し結果  
 

 

  ＜昭和 61 年に策定した将来道路網計画＞                          ＜今回の見直し結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 中心部における昭和 61年策定の将来道路網計画 図 13 中心部における将来道路網計画見直し結果 

凡   例 
４車線幹線道路 
２車線幹線道路 
４車線の計画を２車線に見直す区間 

雫石川 

中津川 

北上川 

北上川 

盛岡駅 

国道４号

市役所 

岩手大学 

雫石川 

中津川

北上川 

北上川

盛岡駅

国道４号

市役所 

岩手大学

(鉈屋町･神子田地区)
４車線の都市計画 
決定を見直す区間 
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３．将来道路網計画の見直しを踏まえた今後の取り組みについて 

  (1) 検討結果を踏まえた都市計画道路の見直し 
   ① 新たな将来道路網計画に基づく都市計画道路の見直し 

    ・ 本調査の課題である昭和 13 年に決定された都市計画道路を中心に，新たな
将来道路網計画に基づき今後具体的な計画を検討し，地域住民のご理解を得な

がら都市計画の変更や廃止を行います。 
・ なお，既定計画において４車線への見直しを予定していた道路沿道のマンシ

ョン等の高層建築物に対してはセットバックをお願いし，結果的に道路沿道空

間が確保されてきました。 
一方，本検討によりこれまでの４車線から２車線に変更となった路線につい

ては，セットバックの必要性はなくなりますが，この空間については，景観計

画における景観形成重点地域「街路景観地域」の指針に基づき，住民の理解を

得ながら景観形成促進地区の指定等により今後も空間を確保していきます。 
 

 
   ② 都)盛岡駅南大橋線の鉈屋町・神子田地区の都市計画道路見直しに対する取組み 

    ・ 現在４車線で都市計画決定されている都)盛岡駅南大橋線については，鉈屋
町・神子田地区におけるまちづくりを踏まえた，「まちづくりに関する都市計画

の決定」と一体の取組みとして４車線の都市計画決定を見直し，現道に即した

整備手法の検討を行います。 
 
  (2) 道路整備プログラムの見直し 
   ・ 新たな将来道路網計画に基づき，平成 12 年に策定した「盛岡市都市計画道路

整備プログラム」（平成 17 年一部見直し）について，「もりおか交通戦略」にお
ける交通施策に基づき整備の優先度を評価し，平成 21 年度に見直しに取り組ん
で参ります。 

・ 見直しにあたっては，事業効果や機能が早期に確保されるような，整備に対す

る工夫も図った計画となるよう取り組んでいきます。 
 
 
 




